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煮都市商区上烏羽消ノボ可招

第 3号様式

事 業 者 排 出 量 削 減

匂狗鈴多
「 京都府地球温暖化対策条例施行規Rl第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算して1,500キロツウトル以上))

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号スは第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又はパス100台以上/タ クシー150台

捨爺落籍壕置履花ギ繋峡瑞名
/frttHl第10条第4号該当事業者 (その他の温室効果メスの大規模排出事業者 (二酸化炭素に換算して3,000ト
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2 f遊‖4rtrJとl■‖画lll‖けのrFlf度を r日ほ午渡]とは,「洒用円の最鉄年度を r御む午使Jと「ユ研面船mのうち 今回組士の対象となる年度をいいます_
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